
第２７回  和泉市入札等監視委員会（会議概要） 

開催日時 平成２８年９月２１日（水）午後１時３０分から午後２時３０分 

開催場所 和泉市役所５号館３階３０１会議室 

出 席 者 

委 員：弁護士、警察ＯＢ、大学教授 

事務局：総務部長、契約検査室長兼検査担当課長、契約担当課長、契約検査

室総括主幹、契約担当課総括主査、 合計８名 

審議対象期間 平成２８年４月１日から平成２８年７月３１日まで 

議   題 

議案審議 

（１）入札・契約手続きの運用状況について 

（２）入札方法別抽出工事案件審議  
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（１）入札・契約手続きの運用状況について 

 

○最低制限価格及び低入札調査基準価格の算出方法の変更につい

て 

○建設業法施行令の改正について 

特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約

の下限額の引き上げ 

専任の配置技術者が必要となる工事の請負金額の変更 

○和泉市入札参加有資格業者指名停止要綱の改正について 

説明を行う。 

 

委員 ～指名停止要綱の改正については手続き方法が変わったので

はなく運用が一致していないからですか 

事務局～指名停止を行う際には、和泉市の建設工事請負業者指名

委員会という組織があり委員会の議を得て指名停止を行う

としています。今回の改正では、別表で指名停止要件と期

間を定めていますが誰が見ても明白、要件及び期間が確定

されている場合には議を得ずとも指名停止に出来ると改正

したものです。 

委員長～明確にしたということですか 

事務局～指名停止要件、期間は定めており、その内容で明確な場合

については、指名委員会の議を得なくても指名停止を行え

るというものです。 

委員長～最低制限価格の算出方法で現場管理費の算出方法が０．

８から０．９に変わったことで影響があるのか 

事務局～現場管理費は、従業員の給与や法定福利費に含まれます



 

 

 

 

 

 

 

 

 

審議概要 

 

ので人材の育成及び確保につながり品質の向上に結びつ

きます。ただし、最低制限価格が上がりますので契約金額

の増加が見込まれます。 

委員長～最低制限価格は 8 割ぐらいですか 

事務局～大体 88％ぐらいです。 

委員長～公表は 

事務局～当市は事前公表を行っています。 

委員長～事前公表は、くじ引きで一見公平であるが問題もあるように

も思いますが・・わかりました 

 

（２）入札方法別抽出工事案件審議 

 

・制限付一般競争入札案件 

① 繁和橋橋梁架替工事（Ｈ２８－１） 

② 市立幸小学校体育館非構造部材耐震化等改修工事 

・公募型指名競争入札案件 

① 市立幸小学校体育館非構造部材耐震化等改修電気設備工事 

② 浦田 2－20－14 号線管布設工事その７ 

  委員 ～ どちらもくじ引きの結果ですね。何も言えないですね 

 

・指名競争入札案件 

①市立幸小学校体育館非構造部材耐震化等改修機械設備工事 

②市立光明台南小学校体育館非構造部材耐震化等改修機械設備工事 

③ 泉中央線交差点照明設置工事 

  委員 ～入札の中止・不調が多いが、管の工事が厳しいのか 

事務局～設計金額が 300 万円未満で工事期間が 4･5 ヶ月の分離発

注の工事については、業者にとっては積算が合わない等の

理由で敬遠されてると考えられます 

委員 ～まとめてやる訳にはいかないのか 

事務局～分離の基準があり、設計価格で判断する。特殊性等があれ

ば一括発注は認めます。市内業者の受注機会を増やすた

め分離発注を行います。 

 

      ・随意契約案件 

①市立幸小学校体育館非構造部材耐震化等改修機械設備工事委員 

②市立槙尾中学校体育館非構造部材耐震化等改修機械設備工事 

 ～随意契約の理由は。 

事務局～不調案件で再入札を行うが事前辞退で１者となったため入

札中止となり入札意思があった業者と随意契約となったも

のです。 

委員 ～最低制限価格では出来なかったのか 



事務局～予定価格の範囲内での見積もりであれば決定となります。 

交渉は行いますが、入札不調・中止となった案件で辞退理

由としては積算が合わないとのことですので１００％の見積

もりとなります。 

委員 ～設計金額とどのあたりが合わないのか 

事務局～本体工事の建築業者の工程に併せての施工になるため、

本件機械設備工事の内容から見ると、工期が長くなってお

り、その部分で経費があわないと考えます。 

 

（３）その他 

○事務局から様式第２ 期間中の指名停止業者を説明し、様式第３ 苦情

処理案件がなかったことを報告。 

 

以上で終了となる 

 


